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用    語 
 

この計画の用語の意義は次のとおりである。 

 

用  語 意        義 

住  民 
・市の地域に住所を有する者、他市町村から市の地域に通学・通勤す

る者及び災害時に市の地域に滞在する者等も含める。 

災 害 弱 者 

・災害が発生した場合、情報把握、避難、生活の確保等の防災活動を、

迅速かつ的確に行いにくい立場に置かれることの多い高齢者、障害

者、妊産帰、乳幼児、児童、傷病者、外国人等をいう。 

市 町 村 
・市町村の部課等、行政委員会、一部事務組合、消防機関（消防本部、

消防署、消防団）を含める。 

防 災 関 係 機 関 
・国、県、市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び市の区域内

の公共的団体・防災上重要な施設の管理者などをいう。 

指定地方行政機関 

・指定行政機関の地方支分部局（国家行政組織法第９条の地方支分部

局をいう。）その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定する

ものをいう。（災害対策基本法第２条第４項） 

指 定 公 共 機 関 

・日本電信電話株式会社、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会そ

の他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を

営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。（災害対策基本法

第２条第５項） 

指定地方公共機関 

・港湾法第四条第一項の港湾局、土地改良法第五条第一項の土地改良

区その他の公共的施設の管理者及び都道府県の地域において電気、ガ

ス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知

事が指定するものをいう。（災害対策基本法第２条第６項） 

公 共 的 団 体 
・市の区域内の関係機関、団体等として本計画では商工会、農協等の

経済団体、医師会、婦人会等の文化・福祉団体等の団体をいう。 

防災上重要な施設

の 管 理 者 

・市内の民間の病院、学校、保健、福祉関係の施設管理者のほか、工

場、事業所等の管理者をいう。 

ラ イ フ ラ イ ン ・上水道、下水道、電力、ガス、電気通信の事業をいう。 

防 災 計 画 ・西海市地域防災計画をいう。 

県 防 災 計 画 ・長崎県地域防災計画をいう。 

本 部 ・西海市災害対策本部をいう。 

県 本 部 ・長崎県災害対策本部をいう。 

本 部 長 ・西海市防災対策本部長をいう。 

県 本 部 長 ・長崎県災害対策本部長をいう。 

基 本 法 ・災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)をいう。 

救 助 法 ・災害救助法(昭和２２年法律第１１８号)をいう。 
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